
令和６年度（２０２４年度）熊本県障害者施策推進審議会 
 

１ 日 時 令和７年（２０２５年）２月１７日（月） 午後２時から午後４時まで 

２ 場 所 ホテル熊本テルサ ３階 たい樹 

 

３ 出席者 

＜委員＞２０人中１４人出席（５０音順） 

相澤委員、池本委員、今吉会長、小山委員、酒井委員、坂本委員、髙島委員、 

竹田委員、中村委員、三浦委員、村上泰幸委員、村上祐治委員、山口委員、吉本委員 

＜県＞ 

下山健康福祉部長、永野子ども・障がい福祉局長 

（障がい者支援課）高三潴課長、西嶋審議員、右田課長補佐、上課長補佐、野田課長補

佐、赤崎主幹、佐藤主幹、宮田主幹、中島主幹、本田主幹、杉主事、廣瀬広域専門相談員 

（以下の課から担当者が出席） 

健康福祉政策課地域支え合い支援室、高齢者支援課、認知症施策・地域ケア推進課、社会

福祉課、子ども未来課、健康づくり推進課、広報課、危機管理防災課、市町村課、交通政

策課、消費生活課、労働雇用創生課、担い手支援課、むらづくり課、道路保全課、建築

課、営繕課、住宅課、特別支援教育課、社会教育課、通信指令課 

 

４ 議事概要 

（１）開会あいさつ 

（２）議事 

①くまもと障がい者プラン（第６期熊本県障がい者計画）の進捗状況について 

②熊本県障がい福祉計画（第６期熊本県障がい福祉計画・第２期熊本県障がい児福祉

計画）の実績について 

③「こどもまんなか熊本」の実現に向けた障がい関係分野の取組について 

   ・医療的ケア児への支援について 

   ・自殺予防対策について 

④障がい児者の権利擁護に関する取組について 

   ・旧優生保護法に係る取組状況について 

   ・障がい者虐待防止に係る取組について 

   ・コミュニケーションボードについて 

（３）その他 

（４）閉会 

 

 

（２）議事  

議題①、②  

 

※資料１、２を事務局から説明 

 

（意見・質疑等） 



○今吉会長 

ただいま、資料１、２について説明がありました。皆さんたちの方から何かご意見等ご

ざいましたら。よろしくお願いしたいと思います。 

一点、私の方から、農福連携についてです。今日の熊日新聞に矢部高校の林業科の林福

連携で、パズルを福祉事業所と連携しながら作り上げたといった情報が入っていました。 

この農福連携の中には一次産業という形で考えていけば、高校の林業科の取組みも、十

分にカウントできるのではないかと思いますけど、その辺りの見解はいかがでしょうか。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

農福連携につきましては、ここで示しましたように広く進めていきたいと思っておりま

すが、農業のところについては、水産業や林業も含めて、念頭に置いているところでござ

います。これはコーディネーターが、いわゆる仕事が欲しいとする側と、それから労働力

を提供する福祉側、これを結びつけるという形をとっているところでございます。そうい

ったようなコーディネーターが介して、契約をするということを基本的なカウントにして

おりますが、この農福連携自体が広まっていけば、様々な取組みのカウントの仕方も考え

なければいけないかなとは思っているところです。 

 

○今吉会長 

ありがとうございます。ほかにはございませんか。 

 

○村上泰幸委員 

今、会長がご報告された農福連携について、私たちが経験したことがございますので、

それをご報告したいと思います。 

事例としてはごくごくわずかなんのだろうと思いますけれども、私たちの精神の当事者

さんたちも、農業に携わると帰ってくるときはもう生き生きとして帰ってこられて、とて

もこれはいいことだと評価をして期待もしております。 

その中で、昨年でしたけれども、ある農家さんから、「私、障がい者の皆さんを受け入

れて、いろんなことをお手伝いしたいと思っていました。でも、止めます」とおっしゃっ

たのですね。「どうして止めるのですか。できないのですか。」と聞いたら、「確かに皆

さんを連れて来られる。連れて来られて「はい。お願いね。」ということで、施設の皆さ

んは帰ってしまう。それは受け入れた側がやらなきゃいけないことかもしれないけれど、

農家の皆さんは、そういう障がい者の皆さんの特性はご理解いただけていないので、なか

なかうまくいかない。やはり連れてこられたからには、最後まで居てほしい。何かあった

ときの対応をしてほしい。でないと私たち農家では対応できません。やりたいのだけれど

も、それでは私たちはできない。」ということでした。そういう事例はごくごく僅かだろ

うと思いますけれども、コーディネートするときに、そこのところをしっかり、もう一

度、お話をしていただければ、なおいいかなと思いまして、発言しました。 

 

○今吉会長 

ありがとうございました。やはりどうしても、その障がい特有の特性といったものがご

ざいますので、そういったところをうまく雇用者側、事業者側とコーディネートしていく

というのが役割だと思います。より一層の丁寧な説明などお願いしたいと思っておりま



す。 

ほかにご意見などございましたら。 

 

○三浦委員 

資料の５ページですが、数値目標の達成状況が極めて厳しい。３番目の基幹相談支援セ

ンターのことなのですけど、共生社会を謳うのであれば、高齢の地域包括支援センターと

同様に大事に育てていかなければいけない、２本柱のように重層的支援体制づくりでも位

置付けられているものなのです。 

昨年、消費税関係で大きなトラブルがあったことは、県も御存じだと思うのですが、例

えば契約時に、地域包括は実は非課税なのですが、障がいの方の基幹相談支援センターは

整理がなされておらず、消費税が課税されている。それが障がいの施策には相当数、出て

きていて、これをきっかけに国税庁が障がい事業所に入って、例えば預かり金の管理料で

あるとか、そういうものにもちゃんと消費税を支払っているのか、というようなチェック

が入り始めております。 

私たちも事業所として、しっかり把握をしていかなければいけないところですが、例え

ば、市は必ず何かがあったときに県にご相談されるのですね。市と事業所との契約の場合

などでは、市の方に県が説明された内容で、市は進めていかれるのですけども、その契約

の段階においての話は、やはり事業所も関係するので、もし市からご相談があったときに

は、事業所の方にも、実態がどうだったのかという事実確認をお願いできたらなと思いま

す。 

あまりにも微妙なケースで各論になってしまうのですけど、厚労省のＱ＆Ａには、契約

時に十分な説明がなければ、仮に雛形を使って、税込みという契約書を取り交わしていた

としても、契約時にその消費税のことを市の方が認知していて、説明がなければ、ちゃん

と市町村は配慮してくださいね、というものが出ています。それらの説明を担当課はして

いないし、自分たちも認識していなかったと認めて補正を組もうとされたのですが、その

段階で財政の方が県にご相談されて、「税込みと書いてあれば、課税ですよ」という処理

にされそうで、もう一度実態を調べ直してくださいという願いです。消費税込みでいただ

いていた委託金だと、割り切れない数字が上がっていて、予算書にも項目がないという証

拠があるので、その個別のケースは対応していくのですけれども。熊本市さんとかは最初

からきちんと処理をされていると思いますが、それ以外の自治体では、市町村と事業所の

契約のときに、両方ともおぼつかなかったということは反省点なのですが、契約の問題の

ときには、対象となる事業所にも、事実確認をお願いしますという要望です。 

これを皆怖がっていて、人材不足というのもあって、基幹に手を上げるところが極めて

少ない実態があると思います。もちろん新規のところは、当然、消費税はこれで委託金は

これですという、２段構えの契約がなされると思いますけれども、その辺りを整理してい

くことが重要なのかなと思いまして、発言させていただきます。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

この消費税の問題につきましては今、三浦委員からご指摘がありましたように、事業の

中身によって、課税・非課税が税法上規定をされていますが、その理解が十分浸透してい

ません。恥ずかしながら私どももまだ十分な理解をしていなかったと反省をして、ある分

野については洗い出しをしているような状況でございます。 



この障がいのみならず、子どもの問題でありますとか、あるいは高齢の部分も少し整理

が必要だというところも承知をしているところです。 

ご指摘のありました県のみの理解のみならず、また市町村、そして事業所の方にも私た

ちが知り得た正確な税法上の理解というところをお伝えさせていただきたいと思っていま

す。 

 

○今吉会長 

三浦委員、ありがとうございました。昨年も三浦委員から、インボイス制度の消費税の

取扱いについて、なかなか周知徹底していないといったようなご意見ございましたので、

その分では随分と説明が行き届いていったと思います。 

それと「相談支援事業」ですが、私が関わりのある上益城の方は、五町で基幹相談支援

センターを作ろうといった動きが出てきていますが、まだなかなか進んでおらず、目標は

４５市町村ですけど、複数重なっての運営とか、そういったところも県から少し情報提供

とかをしていただければありがたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

ほかに皆さんたちの方からご意見等ございましたら。ないようでしたら、また次に進め

ていこうと思います。 

 

 

議題③  

 

※資料３、４、５を事務局から説明 

 

（意見・質疑等） 

○今吉会長 

ただいま、「こどもまんなか熊本」の実現に向けた障がい関係分野の取組みということ

で、医療的ケア児への支援、自殺予防対策についての説明がありました。 

皆さん方からご意見、この辺りをもう少し詳しくとかいうのがありましたらお願いしま

す。 

 

○坂本委員 

医療的ケア児の資料の最後の方に課題ということで、避難行動要支援者名簿への登載、

個別避難計画の作成の状況が書いてあるのですけど、１５人とか５人とかいうことです

が、医療的ケア児の数を把握されている範囲でも、熊本市以外でも８７名ということで、

これは必要な計画がそれだけ策定がされていないという理解でよろしいでしょうか。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

熊本市以外の８７人中１５人だったり、５人だったりという数字なのですけれども、こ

の要支援者名簿への登載では、要支援者というのが、国から高齢者や障がい者等と示され

ております。ですので、医療的ケア児というのが、なかなか等の中に含まれてしまってい

るようなところもあります。ここは、市町村でどこまでを対象範囲にするか決定されるの

で、今、一生懸命、障がい者等の等は、医療的ケア児も含んだところで名簿に登載してく

ださい、といった働きかけを市町村に行っているところでございます。 



単身世帯の高齢者とかだと、名簿に登載というのが流れとしてイメージがあるのです

が、保護者がいる医療的ケア児であれば避難ができるのではないか、という意見などもア

ンケートでは出ていたので、そういったところの認識を一生懸命、伝えていっているとこ

ろでございます。 

 

○坂本委員 

保護者がおられるとか、市町村の捉え方ということなのですが、個別避難計画について

は県内全市町村で作られてはいるのですけど、あとはやはり随時名簿も含めて新しい状況

に更新していくとか、常に使えるものにしていかないと意味がないので、そこは全体的な

ところを含めて、医療的ケア児に限らず、全体的に個別避難計画については、リアルタイ

ムに市町村でもしっかり見直しをしていくことが必要かなと思います。そこは県の方でも

市町村への助言支援等をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○今吉会長 

ほかにご意見などございましたら。 

 

○竹田委員 

同じ内容なのですが、避難所８７人中１５人という数字ですね。やはり１００％を目指

さなければいけないのかなと思いますし、これはこちら側の一つのやり方のミスなのかな

と思います。 

我々もこういった個別避難行動要支援者の通知が来たのですが、非常に分かりにくい。

国の示すやり方というのはあるかもしれませんけど、もう少し皆さんが入れるような、実

際にもし地震とか何かあったときに、自分たちも誰に頼ったらいいのか分からないとき

に、それを示してあげるべきではないかと思います。こういう人たちは特に親がいるから

いいという話ではなくて、やはり登録していただいて、是非するという方向性をとってい

ただきたいなと思います。 

もちろん私もそういった形で登録はしたのですけれども、いざ登録しようとすると、非

常に分かりにくい。やっていいものだろうか、そんなイメージがあったので、おそらくそ

ういう形がこの結果ではないのかなと思います。だから、是非見直しをお願いしたいとい

うことです。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

福祉部局だけでなく防災部局とも連携をしながら、今のご意見をしっかりと反映できる

ように進めていきたいと思います。 

 

○今吉会長 

三浦委員、お願いします。 

 

○三浦委員 

坂本委員、竹田委員と同じような意見なのですが、もう一つ派生して、県の防災会議で

何度もこのことを質問しているのですが、個別避難計画に関することの担当課は、福祉部

局だと健康福祉政策課という理解でよろしいですか。 



全国平均で６６％の策定率なのですけど、今、熊本県が何％だったかということをお尋

ねしたいのと、２年前の災害救助法改正で、指定福祉避難所という、要は一般的な今の協

定福祉避難所、市町村の許可で開設できる避難所ではなくて、既にもう指定されていて、

ご本人の申し出によって受け入れられるという指定福祉避難所が、この間、九州の集まり

で皆さんに問いかけてみたら、非常に九州が進んでいなくて、東北あたりはかなり進んで

いる。その地域間の格差を感じたところです。今、熊本県内に指定福祉避難所が既にでき

ているか。市町村との契約なのですけれども、そういう啓発もされているかということも

含めて教えてください。 

 

○事務局（健康福祉政策課地域支え合い支援室） 

まず、個別避難計画の策定状況は、全体の部分になりますけども、名簿登録、作成する

人数ですが、約１０万人いらっしゃいます。このうち名簿の同意をしていただいている方

が約３万人いらっしゃいまして、その同意されている方については、個別避難計画は概ね

出来上がっている状況になりますので、大体３０％超えているぐらいの数字になると思い

ます。 

また、もう一つの質問で、福祉避難所の数につきましては、そらで申し訳ありません

が、５６０か所前後が登録されていたと記憶はしています。確認が必要になるかと思いま

すけれども、そのくらいの数だったと思っております。 

 

○三浦委員 

おそらく５６０か所というのは、福祉施設の８割から９割は協定の福祉避難所なので

す。災害救助法が改正されて、指定の福祉避難所は、もう国内にたくさん出来つつあるの

ですが、その指定を受けている避難所が熊本県内にあるかという質問でございます。 

 

○事務局（健康福祉政策課地域支え合い支援室） 

先ほどの数なのですけれども、指定避難所とその協定の避難所と両方を含めた数になり

まして、全くないということはなかったと記憶しております。 

 

○三浦委員 

分かりました。厚労省が福祉避難所の管轄だったころはもっと近くて分かりやすかった

のだけど、内閣府防災が中央の管轄です。実態としては福祉施設がお受けするということ

が多いのですけど、どこがそれをしっかり啓発してくださって、市町村にも説明いただく

かというのをいつも悩ましく見ておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

○今吉会長 

避難所に関しては、ちょうど熊本地震のときにも、福祉施設に避難者が来て、ただ福祉

施設の方では、避難所になっていること自体を職員が理解していないといったところもあ

りましたので、今はそういった反省のもとに、各地域で、福祉施設も一つの社会資源だと

いう意識が随分と出てきている、といったようなところを聞いております。 

それと、資料３の「こどもまんなか実現計画」の表の中に、中ほどに、「こどもまんな

か熊本」実現計画、子ども大綱、市町村が今、子ども支援計画、子ども計画を作っていま

すけど、この大綱をもとに作成ということで、私も二つ、三つの町村の子育て支援計画に



関わっております。 

その中で、今回子どもの意見を聞こうという形で、子どもさんの意見も取り入れたいと

いったようなところで、概要版とやさしい版といったような形で、パブリックコメントを

実施しました。ある町では、９歳の子どもさんがちゃんとパブコメに投書し、意見を言っ

てきたところがありました。なかなかパブコメは意見が出てこないよね、という話があり

ましたが、そこはいろんな方法でやったらどうだろうかということで、行政から学校の校

長会に出向いていって、こんな計画をやっていますから、是非子どもさんの意見も取り入

れたいといったことをお願いに行ったりしています。いろんな取組みがあれば、そういっ

た、「こどもまんなか」という形で子どもの意見を聞きたいといったようなところ、どん

なふうにしたら聞けるだろうかとかいったようなところを提案なさっていただければと思

います。 

皆さんたちの参加者の中にも、子ども計画、子育て支援計画に関わりがある方がいらっ

しゃいましたら、是非そういったことも発言していただければありがたいと思っていま

す。 

次に進んでよろしいでしょうか。 

 

○吉本委員 

自殺予防対策についてですが、ちょっと私の勉強不足で申し訳ないのですが、自殺対策

連絡協議会及び自殺危機対策対応チームやゲートキーパーの養成研修に関わる方で、専門

職以外の方で自殺行為を実際にしたことのある方、若しくは自傷行為を実際にしたことの

ある方で社会に復帰されて、医療福祉で活躍されている方というのもおられると思うので

すが、そういう方々は介入されているのでしょうか。 

 

○事務局（障がい者い支援課） 

介入をされるとは、どういったことでしょうか。 

 

○吉本委員 

携わっておられるか、何か意見をしたりとか、そういう講師を務めたりとかそういった

形で。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

実際の数字がどれぐらいかというのは把握できていませんが、ゲートキーパーの養成研

修は３パターンぐらいあります。本当に基本的な家族向けとか身近な方向けとか、１～２

時間ぐらいの研修会があり、それから、もう一段階上のものがあります。さらに専門研修

と言いまして、ゲートキーパーに養成するための講師になっていただく研修で、そういう

ゲートキーパーの方がさらにゲートキーパーを育てていくというのをやっています。 

そういうところに、過去に自傷行為があった方などがいらっしゃるという可能性はあり

ますが、具体的な数字は申し訳ありません。 

 

○吉本委員 

やはりこういう危機的状況になった場合は当事者、そういう経験のあられる方の声とい

うのはすごく響くと思います。私自身、そういうのに助けられた経験がございますので、



これからはやはりそういったものを乗り越えて、社会で活躍されている方々を活用してい

ただくように考えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

議題④  

 

※資料６、７、８を事務局から説明 

 

（意見・質疑等） 

○今吉会長 

資料６、７、８、最後のコミュニケーションボードについては、後ほど回収ということ

で、このコミュニケーションボードのイラストは、これが実際の大きさなのですかね。こ

れがずらっと並んでいて、どれを押していくとか、そういった形なのですよね。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

一応このボードの形で、ホームページとかに載せますので、そのボードでダウンロード

していただき、利用していただくような形です。これを取り外したりはできるのですが、

書き加えたりとか別のイラストを追加したりとなると、また別の許可が発生しますので、

この状態でまず使えるように許可を取りたいとは考えております。 

 

○今吉会長 

１３ページにも及ぶのですから、模造紙ぐらいの大きさになるような想定なのですか。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

このＡ４サイズならＡ４サイズのままで打ち出していただいて、クリアファイルとかパ

ウチなどをしていただき、レジでやりとりをされたり、病院で診断されるときに「どこが

痛いですか」ということを指さしながらしていただくような形で使用されるのを想定して

います。 

 

○今吉会長 

ファイル、クリアファイルあたりに入れて、使用するという形ですよね。外国人にも使

えそうな感じの部分なのですかね。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

英語表記にもなっております。ほかの言語にも対応できるといいのですけれども、今の

ところは、日本語表記と英語表記のものです。 

 

○今吉会長 

県がホームページに出した後は、随時ダウンロードして使えるような形でしょうか。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

ダウンロードして使えるような形で、使用許可を取りたいと考えております。 



 

○今吉会長 

ありがとうございました。ほかにどうぞ。 

 

○村上祐治委員 

１年ぐらい前から発言しておりました、自閉スペクトラム症協会の村上と申します。 

今回の説明の中で、認知度を図るというところをアンケートに入れていただいたという

ことで、誠にありがとうございます。 

こういったものが少しずつ世の中で使われるようになって、自閉症の場合、特に視覚的

な部分が優位だというふうに言われていますので、こういったもので指示することで、コ

ミュニケーションが図れるようになればいいかなと思っております。 

今後、ホームページで公開後、いろんな場所を想定されていますが、そういったところ

に対して、県としてもより働きかけをされて、例えば病院などにご案内されるとか、そう

いったご予定というのはあるのでしょうか。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

交通機関、医療機関、商業関係のところには、直接の通知なども考えております。 

 

○村上祐治委員 

是非ともよろしくお願いいたします。 

 

○今吉会長 

ほかに皆さんたちの方からご意見とかご質問とかありましたら。 

もちろんこのコミュニケーションボードはカラーですよね。 

 

○事務局（障がい者支援課） 

すみません。白黒印刷で申し訳ございません。 

 

 

その他  

 

※資料９、１０を事務局から説明 

 

（意見・質疑等） 

○今吉会長 

「その他」のところで説明がありましたが、使いやすい方向になっていくという形です

が、例えば竹田委員さん、県内を車で運転していて、駐車場のその辺りは大体適正と思っ

ていらっしゃいますか。足りないとか、このぐらいだろうとか。 

 

○竹田委員 

大型施設とかは、大分増えてきております。ただ、これに併せてですが、不正利用とい

うか、ハートフルパスを掛けていない方も結構いらっしゃいます。 



それで、特に大きい話ですが、雨の日はほとんど埋まっているのです。雨の日はやはり

近くに停めたいものだから、ほとんど埋まっているということで、その配慮もして欲しい

なということがあります。 

もう一つは、ハートフルパスとは直接関係ないかもしれませんが、ほとんどのところが

屋根がかかっていないことです。そういうところも含めて、屋根がある施設も、そこには

やはりハートフルパス制度で、すごく多いといいのです。大型施設などでは、駐車場に屋

根があるところもあるのですが、台数は少なく、２台とか３台ぐらいしかないのです。特

に車椅子の方は、もし雨が降ったときには、乗り降りに相当時間がかかると思いますの

で、屋根のあるところの施設では、そちらの方に増設していただけるように、施設にお願

いしてもらったらどうかと思います。 

施設で各ハートフルパスの表示をされるというふうに変わって、車椅子の方はこういう

形で変わるのですけれども、そういう台数を１台とか２台ではなくて、建物内とか内部の

中に、思い切って５台ぐらいとか１０台ぐらいとか、そのくらい進めていかれてもいいと

思います。他県ではとても多いです。特に熊本は少ないと思います。車椅子対象者に対し

ては、これだけまた新しく増えますので、その辺りの配慮を是非やっていただき、施設の

方にもそういったお願いをしていただきたいなと思っております。以上でございます。 

 

○今吉会長 

確かに、熊本は車社会といったような形ですので、特に駐車場に障がいを持っていらっ

しゃる方が停めやすい、といった地域であれば一番いいなと思います。駐車場を経営す

る、あるいは設置されるところにも、できれば屋根付きとか、そういった依頼をしていた

だければありがたいですよね。 

何かそういったところで、三浦委員さんは施設運営されていらっしゃいますので、その

辺りでは駐車場の使い方とか、何か情報とかございますか。 

 

○三浦委員 

竹田委員のおっしゃったとおりだと思います。都市部ではたくさんは難しいと思うので

すけど、私がその車椅子ユーザーではなくて思うことは、立体の車椅子用駐車場ですごく

幅がぎりぎりに作られていて、車椅子ユーザーの友人とかが少し苦労なさっているとは見

受けられます。 

 

○今吉会長 

そうですね。確かに、立体の駐車場エレベーター式であれば、どうしてもその高さ制限

があって、ほとんど１７０センチ以下というところが基本なものですから、まず車を停め

られない。そうなってくると、駐車場の中でも平置きといったような形の方が優先されま

すが、最近の車は大型化していますので、どこも結構大変みたいですよね。 

ほかに、皆さんたちの方からご意見とかございましたら。 

 

○酒井委員 

全体的なことなのですけれども、こうやって県の中で施策が決まっていきますが、地域

によって格差があるということが、何の決まり事にしてもあります。予算の関係で、よそ

の地域では出来ていても、この地域では出来ない、ここはいつも遅れているとかいうの



が、何にしてもあると思うのですよね。そういうことについて、穴埋めではないですけ

ど、何かもう少し県の方で手だてはないものだろうかといつも思います。 

優生保護法のことなのですが、優生思想の根絶ということに関して、強くお願いしてき

てくれと言われてきました。すごく教育的なことになると、なかなか時間も掛かるそうな

ので、難しい面もあると思うのですが、やさしい言葉で法律ができていけば、もっと皆さ

んも参加しやすかったり、理解が深まったりするのではないでしょうか。先ほどの災害訓

練も、もっとたくさん障がいのある方が参加すれば、それだけ不備が分かっていく。みん

なに分かっていく。皆さんの目に触れることで、いろんな障がいのことに対する理解が深

まると思うので、参加しやすくなると思います。繰り返していただきたい。 

あと、見落としたところを救えるような何かを作って欲しい。県の方から「こうしてく

ださい、ああしてください」だけではなく、できなかったところをどうやってフォローし

ていくのか。５年間なら５年間経っても、できなかったならばこういうふうにしたらどう

ですか、とかいうアドバイス的なことも県で行う仕組みができてきたら、もっと進んでい

くのではないかと思います。 

 

○今吉会長 

今、酒井委員の発言からいきますと、やはり、先ほど部長の説明がありましたときに、

木村新体制になって、いわゆる「共創」といったような言葉が出てきました。 

双方向のコミュニケーションをとりながら、県がこうしなさいという形ではなく、どん

な形でやっているのだろうかといったようなところを、対話をしながら進めていくことが

重要だと思います。 

今、酒井委員が話をされましたように、地域間の格差があるとすれば、その格差を是正

するためにはどうしたらいいのだろうかといったようなところも、いろんな形で話し合い

の場が設ければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

ほかに皆さんたちからご意見等ございますか。 

それでは、本日予定されている議題が無事終わりましたので、ご協力本当にありがとう

ございました。あとは、進行を事務局にお返しします。 


